
第 ２１期 決 算 公 告 
平成 24 年 6 月 18 日 

佐賀県伊万里市大川町川原５５１５番地 
株 式 会 社  フ タ バ 九 州 

取 締 役 社 長  濱 田 伸 治 
 

（平成２４年３月３１日現在） 

科   目 金  額 科   目 金  額 

 （資産の部） 

流 動 資 産 

   現 金 預 金 

      売 掛 金 

   製 品 

   原 材 料 

   仕 掛 品 

   貯 蔵 品 

   未 収 入 金 

その他の流動資産 

 

固 定 資 産 

有形固定資産 

   建 物 

   構 築 物 

   機 械 装 置 

   船 舶 

   車 輌 運 搬 具 

   工 具 器 具 備 品 

   土 地 

リ ー ス 資 産 

   建 設 仮 勘 定 

 

無形固定資産 

ソ フ ト ウ ェ ア 

施 設 利 用 権 

   その他の無形固定資産 

 

投  資  等 

   長 期 貸 付 金 

  そ の 他 の 投 資 

千円

５，０３９，９６６

１，１７６，６５３

２，４２４，０９５

１８７，１８７

２８，６４８

４２９，１７０

５８，６６２

７２５，６５８

９，８８９

５，３９７，３９０

５，３７３，６６６

２，５３６，４４０

１３０，７８０

１，５８２，４４５

９４８

１，９７６

１５７，２５１

９４７，１０１

４，６８２

１２，０３８

１０，２７５

５，５４７

４，４２７

301

１３，４４９

１２，９９７

４７２

 （負債の部） 

流 動 負 債 

   支 払 手 形 

   買 掛 金 

   未 払 金 

未 払 費 用 

   預    り    金 

未 払 法 人 税 等 

未 払 消 費 税 

リ ー ス 債 務 

 

固 定 負 債 

   退 職 給 付 引 当 金 

ﾃ ﾞ ﾘ ﾊ ﾞ ﾃ ｨ ﾌ ﾞ 債 務 

リ ー ス 債 務 

 

負 債 合 計         

 

（純資産の部） 

株 主 資 本 

資  本  金 

資 本 剰 余 金 

   資 本 準 備 金 

その他資本剰余金 

 

利 益 剰 余 金  

繰越利益剰余金 

 

 

純資産合計 

千円

３，８４７，３３５

３０７，９８０

２，８３４，７０２

１９，０６１

５２８，６２５

２３，７３６

１４，９００

１１６，８９１

１，４３８

８９６，８７５

６９４，７２２

１９８，５５５

３，５９７

４，７４４，２１１

 

５，６９３，１４５

４６０，０００

５，４３８，４９８

４５０，０００

４，９８８，４９８

△２０５，３５２

△２０５，３５２

５，６９３，１４５

資  産  合  計 １０，４３７，３５７ 負債及び純資産合計 １０，４３７，３５７ 

 
 
 
 

 
 

〔単位：千円〕 
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貸借対照表 



 
 

個 別 注 記 表 
 

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］ 

１．資産の評価基準および評価方法 

たな卸資産 
製品・原材料・仕掛品・貯蔵品は主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により評価しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 
定率法を採用しております。ただし、平成 10年 4月 1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）については定額法を採用しております。 

（２）無形固定資産 
定額法を採用しております。なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定す
る方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては､社内にお
ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

（３）リース資産 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数と
し、残存価格をゼロとする定額法によっております。 

３.引当金の計上基準 
 
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計
上しております。 

 
４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 
 

消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
 

５.計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
該当事項はありません。 
 

［貸借対照表に関する注記］ 

 
１. 有形固定資産の減価償却累計額  13,458,146 千円 

関係会社に対する金銭債権および金銭債務 

短期金銭債権 2,460,100 千円 
２. 

短期金銭債務 2,201,318 千円 
 
 
［損益計算書に関する注記］ 
  

関係会社との取引高 
営業取引による取引高 
売上高 25,661,914 千円 

仕入高 17,962,241 千円 

営業取引以外の取引による取引高 355,643 千円 
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［株主資本等変動計算書に関する注記］ 

 
該当事項はありません。 

 

［税効果会計に関する注記］ 

 

該当事項はありません。 
 

［リースにより使用する固定資産に関する注記］ 

 

該当事項はありません。 

 

［関連当事者との取引に関する注記］ 

 

該当事項はありません。 

 

［１株当たり情報に関する注記］ 

 
１． １株当たり純資産額         612,166 円 19 銭 

 
２． １株当たり当期純損失         22,080 円 95 銭 

 

［賃貸等不動産に関する注記］ 
 

該当事項はありません。 

 

［重要な後発事象に関する注記］ 

 

該当事項はありません。 

 

［その他の注記］ 

 

(1)会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計
上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成
21年12月４日)を適用しております。 

(2)法人税率の変更等による影響 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等
の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策
を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、
平成24年４月１日以後開始する連結会計年度より法人税率が引き下げられ、また、一定期間内、
復興特別法人税が課されることとなりました。 
これに伴い、平成24年４月１日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差

異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は40.43％から
37.75％に変動いたします。また、平成27年４月１日以後開始する連結会計年度において解消
が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率
は37.75％から35.38％に変動いたします。 
当連結会計年度における一時差異等を基礎として繰延税金資産及び繰延税金負債を再計算

した結果、この法定実効税率の変動による影響はございません。 
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